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【登録番号】 意匠登録第１６７１１５３号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．４．１ 

【意匠分類】 Ｌ３－７ 

【Ｄターム】 Ｌ３－７ＶＺＢ 

【意匠に係る物品】 回転寿司店の内装 

【意匠の説明】 この意匠登録出願の意匠は回転寿司店の内装の意匠であり、支柱と屋根とからなる

やぐらの下に、机、椅子、パーテーション、回転寿司搬送装置を配置した構成からな

る。 

【図面】  

【斜視図】 

 

【やぐらを取り除いた状態の斜視図】 

 

【正面図】 

 

【背面図】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-006360/91F67597D12B4727A8DAF828A012EB98E946FE10E51957A30119AC358975CAE7/30/ja
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【平面図】 

 

【右側面図】 

 

【左側面図】 

 

【Ａ－Ａ線断面図】 

 

【やぐらの屋根部分の参考斜視図】 

 

【やぐらの支柱部分の参考斜視図】 

 

【意匠の特徴】 〔出願人の記載をそのまま掲載しており、特許庁は内容について審査をしていませ

ん。〕 

本願意匠は、回転寿司店の店舗の屋内に、支柱及び屋根からなるやぐらを建て、そ

の下に、机、椅子、パーテーション、回転寿司搬送装置をバランスよく配置した点に特

徴がある。 
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【登録番号】 意匠登録第１６７１９６１号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．４．１ 

【意匠分類】 Ｌ３－７ 

【Ｄターム】 Ｌ３－７ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 マンション共用部の内装 

【意匠に係る物品の説明】 本願意匠は、マンションの居住者やマンションへの来訪者が利用するマンション共用

部の内装であり、庭屋一如の考え方に基づき、屋外の固定された付随物である庭園

部及び植栽部を含んでいる。マンション共用部のうち、第一壁、第二壁、第三壁によ

って囲まれた領域には、ソファー及びテーブルが設けられている。ソファーは、窓ガラ

スを備えた第三壁側に向かう視線を確保しやすい向きに配置されている。第三壁は、

第一壁と第二壁との間に設けられており、中央の柱と、上記の窓ガラスと、を備える。

窓ガラスは、柱と、第一壁及び第二壁と、図示しない天井と、によって形成された開口

部に嵌め殺しの状態で設けられている。 第三壁における屋内側（左側）には、当該

第三壁に沿って水盤が設けられている。この水盤は、ソファー及びテーブルが配置さ

れた下段床部よりも上方に位置し、かつ第一壁から第二壁にかけて長尺に形成され

ている。下段床部における右側には、下段床部よりも一段高い上段床部が設けられ

ている。この上段床部も、水盤と同様に、第一壁から第二壁にかけて長尺に形成され

ている。水盤と上段床部との間には、水盤から溢れる水を受ける排水溝が形成され

ている。第三壁における屋外側（右側）には、せせらぎ・水紋をかたどった上記の庭園

部と、この庭園部を囲むようにして植栽が施される上記の植栽部（植栽を施す領域）

と、が設けられている。庭園部は、屋内側の上段床部よりも上方に位置するとともに、

水盤よりも若干下方に位置している。マンション共用部の利用者は、ソファーに座り、

第三壁側に視線を向けることで、屋内側の水盤と、屋外側の庭園部と、が同時に視

界に入ることになる。これにより、利用者は、あたかも、屋内側の水盤と屋外側の庭

園部とが連続しているかのような印象を受ける。さらに、庭園部は、植栽部によって囲

まれているので、利用者は、屋外の植栽部における景色を、庭園部の借景として鑑

賞することができる。 

【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。屋外の

領域を示す参考平面図において赤色で着色された部分は、屋外の領域である。各部

の名称を示す参考平面図及び各部の名称を示す参考斜視図１，２において、緑色で

着色された部分は植栽を施す部分であり、青色で着色された部分は水が張られてい

る部分であり、水色で着色された部分は透明な窓ガラスが設けられている部分であ

る。 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-006409/82162F73DA9DFB01338F3FC71590B5E53E197859DA0CB8638872921E3115C372/30/ja
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【図面】  

【正面左方向からの斜視図】 

 

 

【植栽を除いた正面右方向からの斜視図】 

 

 

【屋内から屋外を見た正面左方向からの斜視図】 

 

 

【平面図】 

 

【屋外の領域を示す参考平面図】 

 

【各部の名称を示す参考平面図】 
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【各部の名称を示す参考斜視図１】 

 

【各部の名称を示す参考斜視図２】 

 

【Ｂ－Ｂ部分におけるＡ－Ａ線拡大端面図】 

 

【第一壁を透過させた正面図】 

 

【第二壁を透過させた背面図】 

 

【左側面図】 
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【右側面図】 

 

【植栽を除いた平面図】 

 

【植栽を除くとともに第一壁を透過させた正面図】 

 

【植栽を除くとともに第二壁を透過させた背面図】 

 

【植栽を除いた左側面図】 

 

【植栽を除いた右側面図】 
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【実施状態を示す参考図】 
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【登録番号】 意匠登録第１６７３７００号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．４．１ 

【意匠分類】 Ｌ３－７ 

【Ｄターム】 Ｌ３－７ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 オフィスの執務室の内装 

【意匠に係る物品の説明】 この内装は、異なるフロアを繋ぐ階段部分を含むものであり、階段の周囲は、例えば

打合せや休憩等に使用することが可能である。 

【意匠の説明】 紫色で着色された部分以外の部分が、意匠登録を受けようとする部分である。各図

の表面部全面に表された濃淡は、いずれも立体表面の形状を特定するためのもので

ある。「透明部を示す参考斜視図」において水色で着色された部分は、透明である。 

【図面】  

【斜視図（１）】 

 

【斜視図（２）】 

 

【斜視図（３）】 

 

【平面図】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-006324/9B69F8AC565C048189B8F400D55F42ACFA0DEE011984232655FD69275AB5308E/30/ja
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【正面図】 

 

【背面図】 

 

【左側面図】 

 

【右側面図】 

 

【透明部を示す参考斜視図】 

 

 

 
 



10 
 

【登録番号】 意匠登録第１６８４３８４号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．５．１ 

【意匠分類】 Ｌ３－７ 

【Ｄターム】 Ｌ３－７ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 小売店の内装 

【意匠に係る物品の説明】 本願に係る小売店は、店舗内の売り場が、市場調査やＰＯＳ分析等をもとに設定され

たメインテーマ（例：快眠、ペット、ＤＩＹ、家事を楽にする便利グッズ等）及び当該メイン

テーマと関連するサブテーマに基づいて構成され、当該各売り場は、高さを統一した

什器により仕切られている。 

【意匠の説明】 参考平面図において表した各矢印は、当該矢印の始点に記載した数字が斜視図１乃

至３にそれぞれ対応した視点の位置と向きをあらわしたものである。平面図において

実線で表した部分及びそれらに対応する斜視図１乃至３が、意匠登録を受けようとす

る部分である。 

【図面】  

【平面図】 

 

【参考平面図】 

 

【斜視図１】 

 

【斜視図２】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-008985/90F8C40966C8F3AED5E0DE92B7D0B51C3E16EF0B1A4C5E4783EFB540B4E9CC5D/30/ja
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【斜視図３】 

 

【斜視図１周辺の使用状態を示す参考写真１】 

 

【斜視図１周辺の使用状態を示す参考写真２】 

 

【斜視図２周辺の使用状態を示す参考写真】 

 

【斜視図３周辺の使用状態を示す参考写真１】 

 

【斜視図３周辺の使用状態を示す参考写真２】 
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【その他使用状態を示す参考写真１】 

 

【その他使用状態を示す参考写真２】 

 

【その他使用状態を示す参考写真３】 

 

【その他使用状態を示す参考写真４】 

 

【その他使用状態を示す参考写真５】 

 

 

【意匠の特徴】 〔出願人の記載をそのまま掲載しており、特許庁は内容について審査をしていませ

ん。〕 

一般的な小売店舗では、「調理器具」「文房具」「寝具」といった一のキーワードに基づ

くカテゴリー毎に商品を陳列する手法が主流であるが、近年のインターネット環境等

の整備により急速に普及したオンラインショッピングでは、複数のキーワードから商品

を検索する方法が一般的である。 
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その結果、例えば「調理器具」「文房具」「寝具」といった単一のキーワードに基づき陳

列された小売店舗は、ユーザーにとって買いづらい状況となっており、実際、複数の

キーワードに基づく商品検索を小売店舗において実現するためには、売り場全体をく

まなく回る必要が生じていた。 

そこで、市場調査や POS 分析等をもとに設定したメインテーマ（例：快眠、ペット、

DIY、家事を楽にする便利グッズ等）と、当該メインテーマと関連するサブテーマとを設

定し、高さを統一したゴンドラを設置することで複数のキーワード（メインテーマ及びサ

ブテーマ）から構成される売り場構成（小売店舗の内装）を実現した。 

より具体的には、参考平面図上、「丸数字１」で示した入り口部分はネットショップにお

けるトップページに該当するようなお勧め商品を陳列するために用いられる。 

また、参考平面図上、ピンク色に着色された陳列棚（以下、「メインテーマ用陳列棚」と

いう。）は他の陳列棚（以下、「サブテーマ用陳列棚」という。）よりも少なくとも 90 セン

チは高いものを採用し、売り場をメインテーマごとに仕切る役割を果たしている。サブ

テーマ用陳列棚は、メインテーマを細分化したサブテーマを関連した商品の陳列に用

いられ（例えば、「ペット」というメインテーマに関連する売り場では、「芳香剤」「ペット

の爪のかかりづらいカーテン」といった商品を陳列する。）、一つの共通テーマ（キー

ワード）を有する商品がまとまりよく陳列された一つの空間が創出される。なお、参考

平面図上、水色に着色された陳列棚は、メインテーマ用陳列棚よりは低く、サブテー

マ用陳列棚よりは高い陳列棚であるが、このような棚を用いてメインテーマ内の用

途・機能の共通する商品を仕切る場合もある。  

そして、メインテーマ用陳列棚は、上述のとおり、サブテーマ用陳列棚よりも高いもの

を用いることにより各テーマの売り場を物理的・視覚的に一定程度仕切る役割を果た

してはいるものの、隣接する売り場（テーマ）と完全に仕切られてはおらず、隣接する

関連テーマの売り場に移動しやすい導線が確保され 

〔特徴記載書の様式で定められた文字数を超過した記載部分は不掲載としていま

す。〕 
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【登録番号】 意匠登録第１６８６１７５号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．６．４ 

【意匠分類】 Ｌ３－７ 

【Ｄターム】 Ｌ３－７ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 カフェの内装 

【意匠に係る物品の説明】 このカフェは、カフェ利用者用スペースと厨房とからなり、その境には、飲食物等の収

納及び受け渡しに用いるロッカーを備えた間仕切りが設けられている。ロッカーは、そ

の両面から飲食物等を出し入れすることが可能となっており、店舗において、店舗ス

タッフは、厨房側からロッカーに飲食物等を入れ、利用者は、カフェ利用者用スペース

側からロッカーに入れられた飲食物等を受け取ることができる。 

【意匠の説明】 実線で表したロッカーを備えた間仕切り、ロッカー、カフェ利用者用スペース側におい 

てロッカー上部左側に配されるディスプレイとロッカー上部右側に配される井桁形状

の照明、及び厨房側においてロッカー上部に配されるパネルが、意匠登録を受けよう

とする部分である。 

【図面】  

【天井、正面の壁、柱及び入口、右の壁を省略した右斜

め上方斜視図】 

 

【天井、正面の壁、柱及び入口、左の壁を省略した左斜

め上方斜視図】 

 

【天井を省略した平面図】 

 

【正面の壁、柱及び入口を省略した正面図】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-011024/6F44D5E914F46F4EB7612648BE0D47ADF275F5E650D4DCD64A9AE14E08B13A8C/30/ja
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【右の壁を省略した右側面図】 

 

【左の壁を省略した左側面図】 

 

【天井、正面の壁、柱及び入口を省略した正面上方透視

図】 

 

【天井、正面の壁、柱及び入口、右の壁を省略した右上

方透視図】 

 

【天井、正面の壁、柱及び入口、左の壁を省略した左上

方透視図】 

 

【矢視の方向を示す参考平面図】 
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【矢視１斜視図】 

 

【矢視２斜視図】 

 

【矢視３斜視図】 

 

【矢視４斜視図】 

 

【実施例参考図】 
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【登録番号】 意匠登録第１６８９９３５号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．８．２７ 

【意匠分類】 Ｌ３－７ 

【Ｄターム】 Ｌ３－７ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 携帯電話販売店の内装 

【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖

線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを

示す線である。図面上表された明暗部は、明度差を表すものである。 

【図面】  

【天井、右壁面及び背側壁面を省略して表した斜視図】 

 

【天井、左壁面及び正面側壁面を省略して表した斜視図】 

 

【天井を省略して表した平面図】 

 

【手前側壁面を省略して表した正面図】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-018049/677668EBCB43F4413B9422C31B8CDB7873A43A7707A00ABCA968978A2C19F3D4/30/ja
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【手前側壁面を省略して表した背面図】 

 

【手前側壁面を省略して表した右側面図】 

 

【手前側壁面を省略して表した左側面図】 

 

【天井及び壁面を省略して表した使用状態を示す参考斜

視図１】 

 

【天井及び壁面を省略して表した使用状態を示す参考斜

視図２】 

 

【天井、左壁面及び正面側壁面を省略して表した参考斜

視図】 
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【登録番号】 意匠登録第１６９０１９２号 （外部サイトへリンク） 

【出願日（出願基準日）】 ２０２０．１０．１ 

【意匠分類】 Ｌ３－７ 

【Ｄターム】 Ｌ３－７ＶＺＡ 

【意匠に係る物品】 化粧品売り場の内装 

【意匠に係る物品の説明】 この内装は、主に百貨店等に設けられる化粧品売り場の内装であり、商品の展示や

販売、接客等に使用される。 

【意匠の説明】 什器Ｂの最外周側面は、透明である。「壁面に設けられた商品展示部の部分拡大

図」に示すとおり、壁面に設けられた略六角形の部分は、背面側に向かって凹み、商

品を展示することができる。ピンク色で着色された部分以外の部分が、部分意匠とし

て意匠登録を受けようとする部分である。 

【図面】  

【左方斜視図】 

 

【右方斜視図】 

 

【正面図】 

 

【手前側の壁を省略して表した背面図】 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2020-021087/48B4E7202D3E1C2D63AF4B88A74063B5F249706EE163EC4029A87F0476F2F70D/30/ja
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【平面図】 

 

【手前側のパネルを省略して表した左側面図】 

 

【手前側のパネルを省略して表した右側面図】 

 

【平面参考図】 

 

【什器Ａの前方斜視図】 

 

【什器Ａの後方斜視図】 
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【什器Ｂの前方斜視図】 

 

【什器Ｂの後方斜視図】 

 

【什器Ｃの前方斜視図】 

 

【什器Ｃの後方斜視図】 

 

【壁面に設けられた商品展示部の部分拡大図】 

 

 

 


